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令和元年の国民生活基礎調査の結果によると、子どもの貧困率は１３．５％であり、  

７人に１人の子どもが、平均的な所得水準の半分以下での生活を余儀なくされています。 

千葉県の次代を担う子どもたちの将来が、その生まれ育った環境によって左右される 

ことがないように、子どもたちが健やかに育つことのできる環境の整備等を図ることが 

必要であり、こうした理念の下、令和２年８月に「千葉県子どもの貧困対策推進計画」  

（令和２年度～令和６年度）を策定しました。 

 計画では、重点的支援施策について、国の「子供の貧困対策に関する大綱」に定める   

教育の支援などの４つの柱に加えて、千葉県独自に「支援につなぐ体制整備」という柱を

定め、施策を推進することとしています。 

 この施策の一環として、子どもたちの身近にいる保育者や学校の先生など周りの大人が、

保育所、幼稚園、学校等の現場などで子どもの貧困に気づき、適切な支援につなげるため、

「子どもの未来応援 気づきのチェックシート」を策定しました。 

１ コンセプト 

 ①子どもの貧困にかかわる主な傾向を意識する。 

 ②自分自身から伝えづらく、見落としやすい、経済的理由により生活上の困難を抱える

子どもに気づく目安とする。 

 ③気になる子どもがいた場合に、職場内で共有し、支援につなぐきっかけとする。 

 ④新型コロナウイルスに起因する経済状況等による子どもへの影響に留意する。 

２ 学校や保育所・幼稚園・認定こども園等に期待される役割 

 日々子どもと関わる先生や保育者などの気づきは、子どもを貧困から救う上で重要と 

考えます。２ページ以降で示すチェックリストにより子どもの家庭環境を考えてみて、  

感じ取った違和感を職場内で共有してください。一方で、学校などだけでは対応できない

複雑な課題が多くあり、福祉制度や関係機関などにつなぎ、お互いが連携して対応するこ

とが大切です。 

３ 使い方のイメージ 

 

チェックリストにより、子どもの貧困にかかわる主な傾向を意識する。 

チェックリストを使用し、気になる子どもがいる場合は、周りの職員に相談する。 

・行政による支援や地域の社会資源を活用した支援を行う。 
・関係機関と連携して見守り等を行う。 

対応策について助言が欲しい場合や相談が必要な場合 

「生活困窮や保護者
の就労支援」 

各市などの自立相談
支援機関 

（１２ページ） 

「家庭における全般
的な相談」 

各市などの家庭児童 
相談室 

（１１ページ） 

周りの職員と情報共有を行いながら、管理職を中心に職場内で対応策を検討する。 

「学校の場合」 

スクールソーシ

ャルワーカー 

 

「対応策の一例」 
・就学援助などの支援制度の

情報提供 

・衣服や学用品の貸与(在庫が

ある場合) 

・給食を多めにするなどの配慮 

・保護者や家庭等の状況把握 

 (必要に応じて保護者と電話

で話したり、面談を行う) 

・日常的に声をかけ信頼関係を

構築 

・専門相談窓口や地域の民間

団体の情報提供 

子どもの未来応援 気づきのチェックシート[千葉県] 

チーバくん 

参考 



2 

４ チェックリスト【乳幼児用】 作成者        作成日  年  月  日 

（１）基本内容・世帯の状況 

１ 氏名・学年等 氏名          男・女  学年等          

２ 保護者の状況 □ 父・母 □ 父のみ □ 母のみ □ その他(      ) 

３ 子どもの人数       人 

４ 就労の状況 父：□ 正規就労、□ 非正規就労、□ その他(   )、□ 無職 

母：□ 正規就労、□ 非正規就労、□ その他(   )、□ 無職 

その他：□ 正規就労、□ 非正規就労、□ その他(  )、□ 無職 

５ 保護者の母国語 父：       母：       その他：       

 

（２）子どもの様子 

 主な傾向 想定される家庭の状況 

服 

装 

１ □ 衣服が清潔ではない。 

傷んだ服や靴を身に着けて

いる。 

サイズが合っていない服や

靴を身に着けている。 

・洗濯にかかる水光熱費や洗剤の購入代金

を支払えない、または洗濯機がないため、

洗濯ができず同じ服を着ている。 

・購入費用が工面できず、服や靴などの購

入が困難なため、枚数が少ない。 

・保護者が子どもの状態に無関心。 

・動物の毛が多くついていることもある。 

２ □ 季節外れな服装をしている。 ・季節に合った服等の購入費用がない。 

・家庭内の整理が行き届いていない。 

３ □ おむつを取り替える回数が

極端に少なく、おしりがかぶ

れている。サイズが合わず漏

れることがある。 

・おむつの購入費用を工面できず、取り替

える回数が少ない。 

身 

体 

４ □ 髪の毛が整っていない、洗髪

していない。 

体が汚れている。 

体臭等のにおいが気になる。 

・散髪代を工面することができない。 

・風呂にかかる水道代などが工面できなか

ったり、風呂に物がたくさんあるため、

入浴できない。 

・保護者が子どもの状態に無関心。 

５ □ 長期休暇（夏休み、年末年始

など）明けに体重の変動が大

きい。 

けががあることもある。 

・食費を工面できなかったり、保護者が多

忙で生活に余裕がないため、十分な量・

質の食事が用意されず、十分な栄養が取

れていない。 

・保護者と長い時間過ごすと暴力を受ける。

６ □ 爪が長い。 ・保護者が子どもの状態に無関心のため、

生活習慣が身についていない。 

・生活に余裕がなく、子どもの細かな状態

にまで関心を寄せることができない。 

持 

ち 

物 

７ □ 園の持ち物が揃わない、忘れ

物が多い。箸ケースやコップ

が洗われていない。 

・保護者が仕事の掛け持ちをせざるを得な

い等により長時間労働となって、子ども

に気を向けることが困難な状況にある。 

・必要な持ち物を購入する費用を工面する

ことができない。 

８ □ 集金が遅れている。 ・保護者の収入減少等で支払いできない。 

・子どもも集金のことで過敏になっている。

９ □ 食事用の手拭・タオルやエプ

ロンが汚い、カビが生えてい

る。 

・洗濯にかかる水光熱費や洗剤の購入代金

を支払えない、または洗濯機がないため、

洗濯ができない。 
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病
気
・
体
調 

10 □ 標準よりかなり小柄である。

発育が標準を下回り続けて

いる。 

・食費を工面できなかったり、保護者が多

忙で生活に余裕がないため、十分な量・

質の食事が用意されず、十分な栄養が取

れていない。 11 □ 特別な病気がないのに、顔色

が良くない。 

12 □ 病気やケガ、虫歯で医療機関

の受診が必要だと思われる

が受診していない。 

定期予防接種を受けていな

い。 

・診察代を工面することができなかった

り、医療費の補助制度を知らない。 

・病院に連れていくために保護者が仕事を

休むことができない。 

13 □ 下痢気味であったり、便の中

に不消化物が多い。 

・離乳期・幼児期の発達に応じた食事内容

や回数が用意されず、消化できない。ま

た食べてはいけない食品や賞味期限切れ

の食品を口にしている。 

態 

度 

・ 

表 

情 

・ 

行 

動 

14 □ ボーっとしており、無気力で

ある。覇気がない。 

自分の欲求や要求を強く出

さないで諦める。 

自分なんかどうでも良いと

いう態度や、自己否定を表す

言葉が見られる。（私が悪い、

いない方がいい、など） 

・自分を受け入れてもらえない現状や、希望

することや必要なものを諦める経験が積

み重なり、自己肯定感が低くなっており、

将来の希望や楽しみがもてない。 

15 □ 落ち着きがなく、友達や先生

に対し攻撃的・暴力的な言動

をする。 

・周囲と比較することで自分との差が鮮明

となり、精神的な不充足感が募っている。 

16 □ 必要以上に大人に甘える。 ・保護者に冷たくされている。（かまっても

らえない、何らかの虐待を受けている等） 

17 □ 他児の持ち物への興味が強い ・空腹や必要なものを我慢することが多い。

18 □ 絶えず不機嫌にぐずぐず泣

く。 

・離乳食等を満足するまで食べていない。 

・オムツかぶれなどがある。 

19 □ 登園の時間がバラバラであ

る。 

・保護者が仕事の掛け持ちをせざるを得な

い等により長時間労働となって、子どもに

気を向けることが困難な状況にある。 

20 □ 家に帰りたがらない、家の話

をしたがらない。 

・親が子どもに関われていないため、家庭に

居場所がなく、子どもにとって家にいたく

ない環境となっている。 

21 □ 行事への参加をしない ・行事のための費用を工面できない。 

22 □ 友だちの輪に入ることが少な

く、習い事などにも参加でき

ていない。 

・習い事などの費用を工面できない。 

23 □ 夜間、自宅以外で寝泊まりし、

そこから通園している。 

・経済的な理由から、安定した生活を送るこ

とができていない。 

24 □ 夜遅くまで、子どもだけで家

の外で遊んでいる。 

・保護者が仕事の掛け持ちをせざるを得な

い等により長時間労働となって、子どもに

気を向けることが困難な状況にある。 

25 □ 長期休暇中などに児童館等に

長時間いる。 

・家に居場所がない。保護者が多忙で子ども

の面倒をみる余裕がない。 
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食 

事 

26 □ お腹を空かせ、「朝食を食べて

いない」「家に帰っても食べる

ものがない」と言う。 

適量を超えて給食を何杯もお

代わりをする。 

・食費を工面できなかったり、保護者が多忙

で生活に余裕がないため、十分な量・質の

食事が用意できない。 

27 □ 弁当が必要な場合、持参しな

い、または欠席する。 

28 □ 給食やおやつをガツガツ、咀

嚼せずに食べる。他児の給食

等を欲しがる。こぼれている

ものも食べようとする。 

・食費を工面できなかったり、保護者が多

忙で生活に余裕がないため、十分な量・

質の食事が用意されない。 

29 □ 食事の栄養バランスが偏って

いる。 

・色々なものを食べた経験がない。 

・白米だけの弁当やファストフード、菓子、

菓子パンなど安価・手軽な食事をとってい

る。 

 チェックリストに関する事項等について、子どもの気になる点（任意記載） 

 

 

（３）保護者の様子 

 主な傾向 想定される家庭の状況 

服 

装 

１ □ 子どもの服装には無頓着だ

が、自分の服装には、気をつか

っている。 

・自分が育ってきた環境などが影響し

て、支出の優先順位が分からなかった

り、自分中心で子どもにはお金をかけ

ない状況にある。 

２ □ 衣服が清潔ではない。傷んだ

服や靴を身に着けている。 

・洗濯にかかる水光熱費や洗剤の購入代

金を支払えない、または洗濯機がない

ため、洗濯ができず同じ服を着ている。

・購入費用が工面できず、服や靴などの購

入が困難なため、枚数が少ない。 

３ □ 行事に合っていない服装をし

ている。 

・世帯収入の減少やＤＶなどにより、衣

服が購入できない。 

４ □ 連絡帳を書かない。 ・生活に余裕がなく、子どもへの関心が

薄くなっている。 

・現在と将来への不安を抱え、気持ちに

ゆとりがもてない。 

・疾病や能力的難しさがあり書けない。 
保
育
所
等
と

の
や
り
と
り 

５ □ 連絡を取ることが困難であ

る。（電話に出ない。居場所が

わからない。） 

・仕事に行き収入を得ることが優先され

たり、電話代が工面できなかったり、

子どもの日常の様子を把握していな

いなど、生活全体に余裕がない。 
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６ □ コミュニケーションに違和感

がある。 

・生活全体に余裕がなく子どもの日常の

様子を把握していない。 

・保護者が発達障害等の問題を抱えてい

る。（子どもが保護者に代わって家事

等をしている可能性がある） 

子
ど
も
へ
の
態
度
等 

７ □ 子どもの養育に拒否的で無関

心である。 

・生活することに必死で余裕がなく子ど

もの状態にまで関心が持てない。 

・保護者自身がそうした環境で育ち、子

どもの養育の仕方がわからない 

８ □ 子どもへのしつけが厳しすぎ

る、または子どもに対する言

葉遣いが荒い。 

・生活することに必死で余裕がなく子ど

もの状態にまで関心が持てない。 

・保護者自身も厳しく育てられており、

必要以上に厳しくなってしまう。 

９ □ 子どもを置いたまま外出す

る。 

・保護者が仕事を掛け持ちせざるを得な

い等により長時間労働となり、子ども

に気を向けることが困難である。 

・買い物やパチンコなど自分がしたいこ

とを優先する。 

10 □ 休日に子どもと出かけること

が少ない。 

・疲労で休日に出かける余裕がない。 

・生活に余裕がなく、出費を抑えている。 

11 □ ミルクや離乳食の作り方を知

らない。 

・親族や地域などから孤立しており、相

談できる人がいない。 

・自分ではミルクや離乳食が適切に与え

られていると思っている。 

日
常
生
活 

12 □ 育児や家事が辛そうである。 ・生活することに必死で余裕がない。 

13 □ 保護者が長時間働いており、

生活リズムが崩れている。 

・保護者が仕事の掛け持ちをせざるを得

ない等により、長時間労働となり、子

どもの生活に気を向けることが困難

な状況にある。 

14 □ 親族や学校、保護者間、地域と

の交流がなく孤立している。

コミュニティに入れていな

い。 

・生活に困っていることや家庭の問題を

周囲に知られたくないという感情か

ら、周囲との関わりを避けている。 

・宗教によっては、教会等とのつながり

がないと孤立している可能性が高い。 

 チェックリストに関する事項等について、保護者の気になる点（任意記載） 
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４ チェックリスト【小・中・高校生用】 作成者       作成日  年  月  日 

（１）基本内容・世帯の状況 

１ 氏名・学年等 氏名          男・女  学年等          

２ 保護者の状況 □ 父・母 □ 父のみ □ 母のみ □ その他(      ) 

３ 子どもの人数       人 

４ 就労の状況 父：□ 正規就労、□ 非正規就労、□ その他(   )、□ 無職 

母：□ 正規就労、□ 非正規就労、□ その他(   )、□ 無職 

その他：□ 正規就労、□ 非正規就労、□ その他(  )、□ 無職 

５ 保護者の母国語 父：       母：       その他：       

 

（２）子どもの様子 

 主な傾向 想定される家庭の状況 

服 

装 

１ □ 衣服が清潔ではない。傷んだ

服や靴を身に着けている。 

サイズが合っていない服や

靴を身に着けている。 

・洗濯にかかる水光熱費や洗剤の購入代金

を支払えない、または洗濯機がないため、

洗濯ができず同じ服を着ている。 

・購入費用が工面できず、服や靴などの購

入が困難なため、枚数が少ない。 

・保護者が子どもの状態に無関心。 

・動物の毛が多くついていることもある。 

２ □ 季節外れな服装をしている。 ・季節に合った服等の購入費用がない。 

・家庭内の整理が行き届いていない。 

身 

体 

３ □ 髪の毛が整っていない、洗髪

していない。 

体が汚れている。 

体臭等のにおいが気になる。 

・散髪代を工面することができない。 

・風呂にかかる水道代などが工面できなか

ったり、風呂に物がたくさんあるため、

入浴できない。 

・保護者が子どもの状態に無関心。 

４ □ 長期休暇（夏休みなど）明け

に体重の変動が大きい。 

けががあることもある。 

・食費を工面できなかったり、保護者が多

忙で生活に余裕がないため、十分な量・

質の食事が用意されず、十分な栄養が取

れていない。 

・保護者と長い時間過ごすと暴力を受ける。

持 

ち 

物 
５ □ 学校の持ち物が揃わない、忘

れ物が多い。 

・保護者が仕事の掛け持ちをせざるを得な

い等により長時間労働となって、子ども

に気を向けることが困難な状況にある。 

・必要な持ち物を購入する必要を工面する

ことができない。 

６ □ 集金が遅れている。 ・保護者の収入減少等で支払いできない。 

・子どもも集金のことで過敏になっている。

７ □ 家に Wi-Fi がない。携帯電話

の使用を止められる。 

・Wi-Fi の購入費用や携帯電話の使用料を

工面できない。 

８ □ 自転車などの交通手段がな

い、または利用できない。 

・自転車の購入費用や、友達と出かけるた

めの交通費などが工面できない。 

病
気
・
体
調 

９ □ 標準よりかなり小柄である。

発育が標準を下回り続けて

いる。 

・食費を工面できなかったり、保護者が多

忙で生活に余裕がないため、十分な量・

質の食事が用意されず、十分な栄養が取

れていない。 10 □ 特別な病気がないのに、顔色

が良くない。 
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11 □ 病気やケガ、むし歯で医療機

関の受診が必要だと思われ

るが受診していない。予防接

種を受けていない。 

・診察代を工面することができなかった

り、医療費の補助制度を知らない。 

・病院に連れていくために保護者が仕事を

休むことができない。 

態 

度 

・ 

表 

情 

・ 

行 

動 

12 □ ボーっとしており、無気力で

ある。覇気がない。 

自分の欲求や要求を強く出

さないで諦める。 

自分なんかどうでも良いと

いう態度や、自己否定を表す

言葉が見られる。（私が悪い、

いない方がいい、など） 

・自分を受け入れてもらえない現状や、希

望することや必要なものを諦める経験が

積み重なり、自己肯定感が低くなってお

り、将来の希望や楽しみがもてない。 

・兄弟や親等の世話や、生計を成り立たせ

るためのアルバイトが忙しい。 

13 □ 普段の学習や進学、将来など

について悩んでいる。 

・兄弟の世話や家事などで、学習に割く時

間が十分に取れず、学習に対する苦手意

識が強くなり、進学先や将来に不安を抱

えている。 

・家庭状況が不安定なため、等身大の生活

のモデルが身近におらず、なりたい自分

像や夢を描けない。 

・進学するお金がないと言われている。 

14 □ 落ち着きがなく、友達や先生

に対し攻撃的・暴力的な言動

をする。 

・周囲と比較することで自分との差が鮮明

となり、精神的な不充足感が募っている。 

15 □ 必要以上に大人に甘える。 ・保護者に冷たくされている。（かまっても

らえない、何らかの虐待を受けている等） 

16 □ 他児の持ち物への興味が強い ・空腹や必要なものを我慢することが多い。

17 □ 登校の時間がバラバラであ

る。 

・保護者が仕事の掛け持ちをせざるを得な

い等により長時間労働となって、子どもに

気を向けることが困難な状況にある。 

・兄弟や親等の世話や家事、生計を成り立た

せるためのアルバイトが忙しい。 

18 □ 家に帰りたがらない、家の話

をしたがらない。 

・親が子どもに関われていないため、家庭に

居場所がなく、子どもにとって家にいたく

ない環境となっている。 

19 □ 宿題ができていない。 ・家庭に帰ると、兄弟や親等の世話や家事、

生計を成り立たせるためのアルバイト等

により宿題をする時間や場所がない。 

20 □ 行事への参加をしない ・行事や習い事などの費用を工面できない。

・兄弟や親等の世話や家事、生計を成り立た

せるためのアルバイトが忙しい。 
21 □ 友だちの輪に入ることが少な

く、クラブ活動や習い事など

にも参加できていない。 

22 □ 夜間、自宅以外で寝泊まりし、

そこから通学している。 

・経済的な理由から、安定した生活を送るこ

とができていない。 

23 □ 夜遅くまで、子どもだけで家

の外で遊んでいる。 

・保護者が仕事の掛け持ちをせざるを得な

い等により長時間労働となって、子どもに

気を向けることが困難な状況にある。 

24 □ コンビニ前等に、また長期休

暇中などに児童館等に長時間

いる。 

・家に居場所がない。 

・Wi-Fi の費用を工面できない。 
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食 

事 

25 □ お腹を空かせ、「朝食を食べて

いない」「家に帰っても食べる

ものがない」と言う。 

適量を超えて給食を何杯もお

代わりをする。 

・食費を工面できなかったり、保護者が多忙

で生活に余裕がないため、十分な量・質の

食事が用意できない。 

26 □ 弁当が必要な場合、持参しな

い、または欠席する。 

27 □ 食事の栄養バランスが偏って

いる。 

・色々なものを食べた経験がない。 

・白米だけの弁当や、ファストフード、菓子、

菓子パンなど安価・手軽な食事をとってい

る。 

28 □ 昼休みに弁当を食べずウロ

ウロしている。 

・高校生の場合、食費を工面できなかった

り、保護者が多忙で生活に余裕がないた

め、十分な量・質の食事が用意できない。 

 チェックリストに関する事項等について、子どもの気になる点（任意記載） 

 

 

（３）保護者の様子 

 主な傾向 想定される家庭の状況 

服 

装 

１ □ 子どもの服装には無頓着だ

が、自分の服装には、気をつか

っている。 

・自分が育ってきた環境などが影響し

て、支出の優先順位が分からなかった

り、自分中心で子どもにはお金をかけ

ない状況にある。 

２ □ 衣服が清潔ではない。ボロボ

ロな服や靴を身に着けてい

る。 

・洗濯にかかる水光熱費や洗剤の購入代

金を支払えない、または洗濯機がない

ため、洗濯ができず同じ服を着ている。

・購入費用が工面できず、服や靴などの購

入が困難なため、枚数が少ない。 

３ □ 行事に合っていない服装をし

ている。 

・世帯収入の減少やＤＶなどにより、衣

服が購入できない。 

学
校
等
と
の
や
り
と
り 

４ □ 連絡を取ることが困難であ

る。（電話に出ない。居場所が

わからない。） 

家庭への訪問を嫌がる。 

・仕事に行き収入を得ることが優先され

たり、電話代が工面できなかったり、

子どもの日常の様子を把握していな

いなど、生活全体に余裕がない。 

・経済的困窮等の影響で家を他人に見せ

られない可能性がある。 

５ □ コミュニケーションに違和感

がある。 

・生活全体に余裕がなく子どもの日常の

様子を把握していない。 

・保護者が発達障害等の問題を抱えてい

る。（子どもが保護者に代わって家事

等をしている可能性がある） 
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子
ど
も
へ
の
態
度 

６ □ 子どもの養育に拒否的で無関

心である。 

・生活することに必死で余裕がなく子ど

もの状態にまで関心が持てない。 

・保護者自身がそうした環境で育ち、子

どもの養育の仕方がわからない 

７ □ 子どもへのしつけが厳しすぎ

る、または子どもに対する言

葉遣いが荒い。 

・生活することに必死で余裕がなく子ど

もの状態にまで関心が持てない。 

・保護者自身も厳しく育てられており、

必要以上に厳しくなってしまう。 

日
常
生
活
等 

８ □ 育児や家事が辛そうである。 ・生活することに必死で余裕がない。 

９ □ 保護者が長時間働いており、

生活リズムが崩れている。 

・保護者が仕事の掛け持ちをせざるを得

ない等により、長時間労働となり、子

どもの生活に気を向けることが困難

な状況にある。 

10 □ 親族や学校、保護者間、地域と

の交流がなく孤立している。

コミュニティに入れていな

い。 

・生活に困っていることや家庭の問題を

周囲に知られたくないという感情か

ら、周囲との関わりを避けている。 

・宗教によっては、教会等とのつながり

がないと孤立している可能性が高い。 

（小学生の保護者用の追加項目） 

 主な傾向 想定される家庭の状況 

子
ど
も
へ
の
態
度
等 

１ □ 連絡帳を書かない。 ・生活に余裕がなく、子どもへの関心が

薄くなっている。 

・現在と将来への不安を抱え、気持ちに

ゆとりがもてない。 

・疾病や能力的難しさがあり書けない。 

２ □ 子どもを置いたまま外出す

る。 

・保護者が仕事の掛け持ちをせざるを得

ない等により、長時間労働となり、子

どもの生活に気を向けることが困難

な状況にある。 

３ □ 休日に子どもと出かけること

が少ない。 

・日々の疲労で、休日に出かける余裕が

ない。 

・生活に余裕がなく、出費を抑えている。 

 チェックリストに関する事項等について、保護者の気になる点（任意記載） 
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５ 注意事項 

・ 気になる子どもがいた場合には、その気になることが、貧困に起因するものなのか、

他の原因によるものなのかを見極めることが必要です。 

・ なお、保護者の収入が少なく世帯として経済的な困窮状態であっても、子どもの養育

費には優先してお金を費やすという考え方の場合には、その子どもの養育の問題として

は見えないかもしれません。このような場合は、保護者が支援を必要としているのに、

気づくことが難しい場合もあります。 

・ チェックリストにあてはまるからといって、必ずしも「貧困」であるとは限りません。 

・ チェックリストにあてはまるかどうか、直接的に子どもや保護者には確認しないでく

ださい。 

・ 例えば、同じ服を着ているからといって貧困であるとは限りません。子どもが特定の

服が大好きで同じ服を着ているのかもしれません。保護者の収入が一定以上のレベルで

あっても、子どもの養育にはお金をかけないという考え方の場合、子どもの衣服は質素

であるかもしれません。 

・ 一方、汚れた衣服を着ていることや、食事をしていないことが多く見受けられるなど

の場合は、貧困だけでなく、子どもの虐待なども疑われます。 

・ 子どもの貧困問題への対応にあたっては、支援者の何気ない言葉により、貧困に悩む

保護者の自尊心を傷つけないよう十分注意し、配慮することが大切です。 

  また、衣服や食物等の現物を提供する場合は、不公平な扱いを受けていると他の保護

者から受け取られないよう、また、他の保護者が課題を抱える保護者を傷つけてしまう

ことにつながらないよう、支援に関する情報の管理を適切に行うなどの配慮が求められ

ます。 

・ 子どもや保護者への支援には、日頃から、「困ったことを聴ける」「困ったことを相談

できる」、守秘義務を含めた信頼関係を築いておくことが重要です。 

・ このチェックリストは、できるだけ多くの人や立場から、子どもたちを見つめ、気に

なる子どもを意識するための目安や支援につなぐきっかけとして、活用してください。 
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６ 千葉県内の家庭児童相談室等 
（１）郡部（県健康福祉センター） 

 担当地域 郵便番号 所 在 地 電話番号 
1 印旛郡 285-8520 佐倉市鏑木仲田町 8-1 043-483-1120 
2 香取郡 287-0003 香取市佐原イ 92-11 0478-52-9161 
3 山武郡 283-0802 東金市東金 907-1 0475-54-0611 
4 長生郡 297-0026 茂原市茂原 1102-1 0475-22-5914 
5 夷隅郡 299-5235 勝浦市出水 1224 0470-73-0145 
6 安房郡 294-0045 館山市北条 1093-1 0470-22-4511 

（２）各市 
 担当地域 郵便番号 所 在 地 電話番号 

1 千葉市中央区 260-8511 千葉市中央区中央 4-5-1(きぼーる) 043-221-2151 

2 千葉市花見川区 262-8510 千葉市花見川区瑞穂 1-1 043-275-6445 

3 千葉市稲毛区 263-8550 千葉市稲毛区穴川 4-12-4 043-284-6139 

4 千葉市若葉区 264-8550 千葉市若葉区貝塚 2-19-1 043-233-8152 

5 千葉市緑区 266-8550 千葉市緑区鎌取町 226-1 043-292-8139 

6 千葉市美浜区 261-8581 千葉市美浜区真砂 5-15-2 043-270-3153 

7 銚子市 288-8601 銚子市若宮町 1-1 0479-24-8181 

8 市川市 272-8501 市川市八幡 1-1-1 047-711-0679 

9 船橋市 273-8506 船橋市北本町 1-16-55 047-409-3469 

10 館山市 294-8601 館山市北条 1145-1 0470-22-3133 

11 木更津市 292-8501 木更津市朝日 3-10-19 市役所朝日庁舎 0438-23-7249 

12 松戸市 271-0072 松戸市竹ケ花 74-3 047-366-3941 

13 野田市 278-8550 野田市鶴奉 7-1 04-7186-6586 

14 茂原市 297-8511 茂原市道表 1 0475-23-5500 

15 成田市 286-8585 成田市花崎町 760 0476-20-1538 

16 佐倉市 285-8501 佐倉市海隣寺町 97 043-484-6263 

17 東金市 283-8511 東金市東岩崎 1-1 0475-50-1168 

18 旭市 289-2595 
旭市ニの 1920(～R3.4.25) 
旭市ニの 2132(R3.4.26～) 

0479-62-5362 

19 習志野市 275-8601 習志野市鷺沼 2-1-1 047-453-7322 

20 柏市 277-8505 柏市柏 5-10-1 04-7167-1458 

21 勝浦市 299-5292 勝浦市新官 1343-1 0470-73-5588 

22 市原市 290-8501 市原市国分寺台中央 1-1-1 0436-23-9746 

23 流山市 270-0192 流山市平和台 1-1-1 04-7158-4144 

24 八千代市 276-8501 八千代市大和田新田 312-5 047-421-6755 

25 我孫子市 270-1192 我孫子市我孫子 1858 04-7185-1821 

26 鴨川市 296-0033 鴨川市八色 887-1 04-7093-1200 

27 鎌ケ谷市 273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2-6-1 047-445-1328 

28 君津市 299-1192 君津市久保 2-13-1 0439-56-1616 

29 富津市 293-8506 富津市下飯野 2443 0439-80-1221 

30 浦安市 279-0004 浦安市猫実 1-2-5 047-350-7867 

31 四街道市 284-8555 四街道市鹿渡無番地 043-423-0783 

32 袖ヶ浦市 299-0292 袖ケ浦市坂戸市場 1-1 0438-62-2111 内 547 

33 八街市 289-1192 八街市八街ほ 35-29 043-443-1693 

34 印西市 270-1396 印西市大森 2364-2 0476-42-5180 

35 白井市 270-1492 白井市復 1123 047-497-3477 

36 富里市 286-0292 富里市七栄 652-1 0476-93-4498 

37 南房総市 299-2592 南房総市岩糸 2489 0470-46-2966 

38 匝瑳市 289-2198 匝瑳市八日市場ハ 793-2 0479-73-0096 

39 香取市 287-8501 香取市佐原ロ 2127 0478-50-1121 

40 山武市 289-1392 山武市殿台 296 0475-80-2634 

41 いすみ市 298-8501 いすみ市大原 7400-1 0470-62-1120 

42 大網白里市 299-3292 大網白里市大網 115-2 0475-70-0331 
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７ 千葉県内の自立相談支援機関 相談窓口一覧 
担当地域 相談窓口 電話番号  
印旛郡 さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンター 043-308-6332 

香取郡 香取ＣＣＣ 0478-50-1919 

山武郡 さんぶ生活相談センターリンクサポート 0475-77-7532 
長生郡 長生ひなた 0475-36-3013 

夷隅郡 夷隅ひなた 0470-64-6380 

安房郡 ひだまり 0470-28-5667 

千葉市 

千葉市生活自立・仕事相談センター中央 043-202-5563 
千葉市生活自立・仕事相談センター花見川 043-307-6765 
千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛 043-207-7070 
千葉市生活自立・仕事相談センター若葉 043-312-1723 

銚子市 
銚子市自立支援相談センター 
(ちょうしサポートセンター) 

TEL:0479-24-0880 
ﾌﾘ-ﾀﾞｲﾔﾙ:0120-240-737 

市川市 市川市生活サポートセンター(愛称：そら) 047-704-0010 
船橋市 船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる 047-495-7111 
館山市 館山市社会福祉協議会 0470-23-5068 

木更津市 福祉部自立支援課 0438-23-6716 

松戸市 松戸市自立相談支援センター 047-366-0077 

野田市 野田市パーソナルサポートセンター 04-7125-2212 

茂原市 長生ひなた 0475-36-3013 

成田市 暮らしサポート成田 0476-20-3399 

佐倉市 佐倉市役所生活困窮者自立相談支援窓口 043-309-5483 
東金市 東金ひと・しごと・くらしサポートセンター「こころん」 0475-50-4251 

旭市 旭市社会福祉協議会 0479-57-3133 

習志野市 らいふあっぷ習志野 047-453-2090 

柏市 柏市地域生活支援センター(あいネット) 04-7165-8707 

勝浦市 夷隅ひなた 0470-60-9123 

市原市 いちはら生活相談サポートセンター 0436-37-3400 
流山市 流山市くらしサポートセンターユーネット 04-7197-5690 

八千代市 
福祉総合相談室 047-483-1151 

くらしサポートチームふらっと 047-483-3021 

我孫子市 社会福祉課生活相談担当 04-7185-1111(内線 394) 

鴨川市 鴨川市福祉総合相談センター 04-7093-1200 

鎌ケ谷市 生活支援相談窓口 047-445-1286 

君津市 生活自立支援センターきみつ 0439-56-1245 

富津市 くらしと仕事の相談支援センター 0439-32-1520 

浦安市 福祉部社会福祉課 047-351-1111 

四街道市 くらしサポートセンター「みらい」 043-421-3003 

袖ケ浦市 自立相談支援室 0438-62-2111 

八街市 自立相談支援室 043-312-0766 

印西市 いんざいワーク・ライフサポートセンター 0476-85-8267 
白井市 白井市くらしと仕事のサポートセンター 047-497-3650 

富里市 富里市自立生活支援窓口 0476-93-4193 

南房総市 支援相談窓口 0470-44-3577 

匝瑳市 生活支援相談窓口 0479-67-5200 

香取市 香取自立支援相談センター 0478-79-0516 

山武市 生活・就労相談室 0475-80-1301 

いすみ市 自立相談支援センター 0470-87-8857 

大網白里市 大網白里市生活相談センターＣるーと 0475-77-8770 
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■気づきのためのチェックシート検討会委員名簿 

(令和３年３月２６日現在) 

 氏 名 所属先等 

1 宇田川 政男 
（福）一粒会ファミリーセンター・ヴィオラ(児童家庭

支援センター)センター長代行 

2 及川 哲 
（福）四街道市社会福祉協議会くらしサポートセンター 

「みらい」所長 

3  川島 隆太 千葉県スクールソーシャルワーカースーパバイザ― 

4 ◎初谷 千鶴子 
千葉女子専門学校教諭 

千葉県子どもの貧困対策推進計画策定作業部会副部会長 

5  古川 孝行 
（一社）こども未来福祉会ひなたぼっこ保育園園長 

（特非）全国児童福祉支援ネットワーク(Zidonet)理事長 

6 ○遊間 京子 千葉市立蘇我中学校教頭 

【50 音順・敬称略】 

 

 

◎：座長  ○：副座長 


